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南木曽町リニア中央新幹線対策協議会 長野県との意見交換 

 

日 時  平成 28 年１月 19 日（火） 13:30～ 

 

出席者  長野県   

安藤嘉夫リニア整備推進局長、中山哲徳水大気環境課長 他 6 名 

      

     南木曽町リニア中央新幹線対策協議会委員 

      町長 他 26 名 

 

場 所  南木曽町役場２階大会議室 

 

 

長野県への質問及び回答内容要旨 

 

Q リニア計画に関する県の基本的な姿勢は。 

 

A リニア中央新幹線は、全国新幹線整備法に位置付けられた事業であるが、唯一他の新幹

線と違うのは事業主体が民間の JR東海である。用地関係及び様々な課題の調整について

は、地方公共団体の努力義務が法律に記載されている。さらに、リニア中央新幹線の効

果を広く長野県内に波及させることが県の義務、役割だと考えている。 

  公共事業に近いものであるが、民間の行う事業であり、事業者の経営判断や利益等の

考え方が大きく違うため、県としても JR東海の行動を注視し、必要な意見や要望を伝え

ている。 

  知事はベスト追求型と言っているが、単に基準に満足するだけではなく、影響を最小

減にするとともに、最大限の効果が発現する姿勢を JR東海に求めている。 

 

 

Q リニア事業に関する責任の所在は。 

 

A 原則的には事業主体である JR 東海が責任を負うため、さまざまな影響については JR東

海が十分な対応をとるのが当然と考えている。 

  

  

QQ  住住民民・・自自治治体体かかららのの要要望望等等にに対対応応すするる相相談談窓窓口口ななどどのの体体制制ははどどううななっってていいるるかか。。  
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A 本年度から飯田市内に「リニア整備推進事務所」を設置している。工事に伴う安全対策

や環境問題など、事務所にお問い合わせいただければ、相談内容により関係部局との調

整を行って対応していく。 

  

  

QQ  南南木木曽曽町町かかららのの発発生生土土のの仮仮置置きき場場及及びび発発生生土土置置きき場場のの考考ええ方方ととそそのの進進捗捗状状況況はは。。  

  

A 現在調整中。現段階で具体的に示せる状況ではない。 

  

  

QQ  工工事事用用車車両両のの通通行行にに伴伴うう対対応応ににつついいてて県県ととししててどどののよよううにに考考ええてていいるるかか。。  

  

AA  JJRR 東東海海よよりり具具体体的的なな工工事事計計画画がが示示さされれ、、そそのの計計画画にに基基づづいいてて環環境境やや景景観観にに及及ぼぼすす影影響響

対対策策がが具具体体的的にに示示さされれたたらら、、そそのの対対策策のの問問題題をを把把握握ししてて JJRR 東東海海にに適適切切なな対対応応をを求求めめてていい

くくここととととししてていいるる。。待待避避所所のの整整備備やや運運行行時時間間のの調調整整ななどど現現段段階階ででもも想想定定さされれるる取取組組ににつつ

いいててはは、、JJRR 東東海海にに求求めめててききてていいるる。。  

  

  

QQ  尾尾越越地地区区のの非非常常口口蘭蘭川川のの氾氾濫濫原原ののああるる沢沢のの出出口口付付近近にに位位置置ししてていいるる。。河河川川管管理理上上ここのの位位

置置はは適適切切とと考考ええてていいるるかか。。  

  

AA  JJRR 東東海海かからら正正式式ににままだだ協協議議ががなないい状状況況。。協協議議をを受受けけたた段段階階でで、、河河川川管管理理者者ととししてて対対応応

をを検検討討ししてていいくくここととににななるるとと考考ええてていいるる。。  

  

  

QQ  尾尾越越のの非非常常口口にに渡渡るる蘭蘭川川のの永永久久橋橋のの架架設設ににつついいてて、、当当初初かからら要要望望ししてていいるるがが、、JJRR 東東海海

ととししててはは永永久久橋橋のの架架設設ににつついいててはは当当面面はは架架けけるる意意思思ががなないいとと感感じじたた。。ままたた、、架架設設すするる場場

合合ににはは自自治治体体負負担担をを求求めめるるととのの話話ががああっったたがが、、県県ははここれれににつついいててどどうう考考ええるるかか。。  

  

AA  南南木木曽曽町町ととししてて地地域域のの要要望望へへのの対対応応ををＪＪＲＲ東東海海ににささせせるる努努力力ははすするるとといいううここととでであありり、、

県県ととししててもも国国道道 225566 号号のの道道路路管管理理者者、、蘭蘭川川のの河河川川管管理理者者はは県県ででああるるたためめ、、手手続続ききににああたた

っっててははああるる程程度度のの地地域域のの合合意意がが必必要要だだとといいうう認認識識をを持持っってていいるる。。  

    ままたた、、工工事事にに必必要要なな機機能能以以上上をを求求めめるる場場合合ににつついいててはは、、自自治治体体のの負負担担がが生生じじるるケケーースス

ももああるるとと考考ええてていいるる。。  
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QQ  リリニニアア中中央央新新幹幹線線のの建建設設をを契契機機ととすするる産産業業及及びび観観光光のの振振興興のの検検討討ににつついいてて具具体体的的ににどど

のの程程度度進進んんででいいるるかか。。  

  

A 昨年4月にJR東海と結んだ基本合意に基づき、地元業者の活用や地元資材の利用など、

工事を契機とした地域振興に関する取組みについて調整等を行っている。基本合意は総

花的であるため、沿線の市町村には具体性が出てきた段階で、具体的な内容により JR東

海と協議をしていただきたい。 

地域振興の取り組みについてはホームページを活用した情報発信や工事見学会の開催

などを考えているが、地域の要望があればそれに基づいて対応していきたい。県として

は工事の影響を最小限にして、チャンスを活かして最大限の利益を確保するよう努力し

ていきたい。 

また、県は一昨年の 10 月にリニア関連道路の整備予定箇所を公表しているが、木曽川

右岸道路の全域が整備を検討する対象となっている。 

  

  

QQ  1100 年年間間のの工工事事用用車車両両のの運運転転者者、、工工事事関関係係者者のの休休息息のの場場やや観観光光振振興興のの観観点点かからら県県ととししてて

「「道道のの駅駅」」をを設設置置すするる考考ええははなないいかか。。  

  

AA  どどんんなな所所ででつつくくれれるるかか、、ままたた、、ああるる程程度度のの収収益益ががででなないいとと維維持持管管理理もも難難ししいいととこころろががああ

るる。。地地域域やや町町のの関関係係部部局局とと調調整整ををししななががらら進進めめるるここととににななろろううかかとと思思ううがが、、現現在在具具体体的的

なな話話ははななくく、、今今後後のの課課題題だだとと思思っってていいるる。。  

    様様々々ななごご提提案案いいたただだけけれればばとと考考ええてていいるる。。  

  

  

QQ  地地域域とと JJRR 東東海海ととのの文文書書ででのの確確認認ににつついいててははどどうう考考ええるるかか。。  

  

AA  JJRR 東東海海ととはは具具体体性性をを持持っってて話話しし合合いいををすするるここととがが一一番番重重要要。。地地域域ととのの丁丁寧寧なな合合意意形形成成

をを図図るるここととをを、、地地域域とと一一緒緒ににななっってて県県ででもも要要望望ししてていいききたたいい。。  

  

  

QQ  トトンンネネルル工工事事、、進進入入路路等等のの関関係係用用地地ににつついいてて、、県県がが所所有有者者とと具具体体的的にに用用地地交交渉渉すするるこことと

ににななるるかか。。  

  

AA  JJRR東東海海とと結結んんだだ協協定定でで、、本本線線にに密密接接ににかかかかわわるる用用地地をを県県がが担担当当すするるここととととななっってていいるる。。

一一体体的的にに対対応応すするるここととにによよっってて地地域域のの皆皆ささんんにに不不平平等等ががなないいよよううなな対対応応をを考考ええてていいるる。。

具具体体的的ななエエリリアアににつついいててはは、、ケケーースス・・ババイイ・・ケケーースス。。  
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QQ  山山岳岳トトンンネネルルににおおいいてて、、地地上上かからら 3300ｍｍ以以上上深深いいトトンンネネルルのの真真上上のの地地権権者者がが通通過過にに同同意意

ししなないい場場合合、、扱扱いいははどどううななるるののかか。。  

  

AA  区区分分地地上上権権がが及及ばばなないい範範囲囲のの地地権権者者へへのの対対応応やや借借地地にに係係るる対対応応ななどど、、個個別別のの状状況況のの判判断断

がが必必要要でであありり、、市市町町村村及及びび関関係係者者のの意意見見をを伺伺っったたううええでで対対応応すするるここととがが必必要要ででああるるとと考考

ええてていいるる。。  

    特特にに区区分分地地上上権権ににつついいててはは、、個個人人でで開開発発ででききるる深深ささががそそれれほほどど深深くくなないいとといいううここととでで

概概ねね 3300ｍｍがが一一般般的的ででああるるがが、、井井戸戸等等にに必必要要なな場場合合ははケケーースス・・ババイイ・・ケケーーススだだとと考考ええてていい

るる。。  

  

  

QQ  JJRR 東東海海はは環環境境影影響響評評価価書書はは地地域域にに対対すするる公公約約とと説説明明ししてていいるるがが、、十十分分なな約約束束事事がが網網羅羅

さされれてていいるるとと判判断断ししてていいるるかか。。  

  

AA  県県ととししててはは評評価価書書ににつついいてて評評価価書書段段階階ににおおけけるる事事業業計計画画にに基基づづきき必必要要なな対対応応ははななさされれ

てていいるるももののとと考考ええてていいるる。。今今後後、、知知事事意意見見にに基基づづきき環環境境保保全全ののたためめのの具具体体的的なな対対策策がが県県

にに報報告告さされれるるここととににななっってておおりり、、必必要要なな場場合合ににつついいててはは、、技技術術委委員員会会でで審審議議をを行行いい、、事事

業業者者にに適適切切なな措措置置がが講講じじらられれるるよようう関関係係町町村村とと連連携携ししてて対対応応ししてていいくく。。  

  

  

QQ  清清内内路路峠峠のの活活断断層層やや地地中中にに高高濃濃度度でで分分布布さされれるる放放射射性性物物質質へへのの対対応応ににつついいててどどうう考考ええ

てていいるるかか。。  

  

AA  知知事事意意見見ににおおいいててもも、、今今後後新新たたなな環環境境影影響響がが判判明明ししたた場場合合はは、、県県にに報報告告すするるととととももにに、、

必必要要なな環環境境保保全全のの措措置置のの実実施施をを求求めめるるここととととししてておおりり、、ここれれにによよりり対対応応すするるここととににななるる

とと思思わわれれるる。。  

  

  

QQ  妻妻籠籠水水道道水水源源保保全全地地区区ででのの工工事事にに対対すするる水水資資源源のの保保全全措措置置ををどどののよよううにに取取ららせせるるかか。。  

  

A 長野県水環境保全条例に基づいて、JR東海から妻籠水道水源保全地区内の工事に関す

る事前協議を受理した後、南木曽町長及び環境審議会の意見を聴取し、同意をするかど

うかの判断をする。環境審議会では地下水や地質の学術経験者等により構成される専門

委員会を設置して、工事による水道水源への影響や同意する際の条件を検討する。現在

は JR東海から具体的に協議はなされていない。 
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Q リニア事業に関する地域振興について南木曽町はメリットがあまりない。県としてはメ

リットがなかなか見えない地域に対してどのように考えているか。 

 

A リニアが通ることによって必要となる地域の環境整備を進めるといったスタンスであ

る。また、全体的なメリットを受けることによって、間接的には地域に返っていくとい

うように考えている。 

 

 

Q 環境影響評価書の検証や見直しは行うのか。 

 

A 環境影響評価法に基づいて、本線の位置等が動いた場合については、評価書をやり直す

という手続きになる。その他、事後調査の結果を踏まえて必要に応じて環境保全措置の

見直しが行われる。 

 

 

Q 長野県と JR東海との確認書の中で、JR 東海と地元との文書での確認についての記載が

あるが、工事用車両の運行等に限定した文書の合意という範囲にしか見えない。南木曽

町で JR 東海に要求している協定書も含まれているのか。 

 

A 確認書の中では、前段で間口を絞ることなくと記載しており、県としてはそのように対

応するべきものと考えている。 

  内容について具体性がないものについては議論がしにくいため、具体性が出た段階で

JR 東海と議論していくことになると考えている。 

 

 

Q JR東海は完成後の非常口の利用方法を示さない。利用形態が分からない中では地元か

らの取り付け道路等の交渉に影響が出る。JR東海とどのような話になっているか。 

 

A 今のところ、斜坑については非常口として利用したいと聞いているが、具体的な計画の

中で JR 東海は検討中であると思う。ただ、将来的な利用方法と工事用の道路は切り離し

て考える必要があると思っている。 

  

 

Q 発生土置き場決定のタイムリミットはあるのか。 

 

A 供用を開始する 2027 年から逆算するという話しか聞いていない。2027 年供用という
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ことで全ての計画を JR東海が作っており、県もそれに基づいて調整している。 

 

 

Q 県の大鹿発電所について JR 東海が水利権や水源などの影響について考え方を話し始め

ているとのことだが、どのような話をしているか。 

 

A 減水すると発電量が落ちるため、どのような形で補償するのかということについて、

様々な意見を県企業局と JR 東海とで調整しているところである。 

 

 

Q トンネル内での湧水は、長野県から岐阜県側に出ていく可能性があることについて、ど

のように考えているか。 

 

A 水が出てきた状況の中で、水をどうすることが一番地域にとっていいことか、という観

点で考えるべきだと思っている。 

 

 

Q 南木曽町には妻籠水源だけでなくトンネルの真上には簡易水道の水源が２つある。保全

に関して妻籠水源で行う手法、他の水源にも適用していくという考え方はあるか。 

 

A 水道水源保全地区域に指定されていない水道水源については、条例と同じような手続き

をとることにはならない。ただし、重要な水源であるため、JR 東海に対して水源への影

響について、県としても話をしていく必要があると考えている。 

 


